
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. 同一労働同一賃金“非正規雇用の処遇改善” 

2. 賃金引上げと労働生産性の向上 

3. 長時間労働の上限規制のあり方 長時間労働の是正 

4. 雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の問題 

5. テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方 

6. 働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性・若者が活躍しやすい環境整備 

7. 高齢者の就業促進 

8. 病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立 

9. 外国人材の受け入れの問題 

ひとつひとつ解説していくと、「文字だらけ(>_<)」と苦情が殺到します

ので（？）、具体的に急務な点からお伝えしていきたいと思います。テレ

ビでも過労死認定基準という言葉をよく聞くようになりましたが、「３．

長時間労働上限規制」の骨子が決定しています。いわいる 36 協定への規

制です。現在、時間外労働の上限規定は、建設業・運送業といった一部の

業種には適用除外となっていますが、今後はそうはいかなくなりそうで

す。きりん事務所からは、次期の 36 協定締結時には上限の見直しをご提

案して参ります。東京、大阪には過重労働撲滅特別対策班（ 通称「かと

く」）が設置され、長時間労働の事業所を監視しています。長時間労働に

対する対策は急務です。変形労働時間や歩合給なども検討しましょう。 

労働生産性の向上も同時に改革の柱です。長時間労働をなくしても同等

の生産性を維持していけることを目指します。現在の日本は先進国の中で

はかなり生産性が低いのです。そして、労働生産性上位 10 カ国のうち、

9 カ国は年間労働時間の短さでも上位 10 位以内に入っているのです！ 

労働生産性向上は働き方改革の 2 番目にも挙げられています。今年の 4
月から、助成金の支給額も、労働生産性を向上させると増額になります。 
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現在、「働き方改革」という文字を毎日何処かで必ず目にします。すべての背景にある問題は労働力人

口の減少だと思います。厚生労働省は今後の労働力人口の見通しを、2014年 6587万人、2030年 5584万

人、2050 年 4228 万人になるとしています。2050 年には現在の 3 分の 2 弱です。その頃私は 78 歳。「80

歳まで働け」と言われる時代になっていない事を願います(^_^;) 

 しかし、そう遠くない未来、現在の労働力は約１５％減少します。その為に厚生労働省が本腰を入れて

「働き方改革」を始めている、というわけです。 

 今後、社労士が担うべき役割はとても重要になってくることは間違いないでしょう。数ある社労士事

務所の中から、縁あってきりん人事労務管理事務所を選んで下さった皆様に、「きりんにしておいて良
かった」と言っていただけるよう、これからやってくる労務管理大改革時代、気を引き締めて頂点を乗

り越えていきたいと思います。 

働き方改革 かいつまんで言うと・・・ 
 

安倍晋三首相は、平成 28 年 9月 27 日第 1回「働き方改革実現会議」において９つのテーマを挙げた 
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ＯＥＣＥ加盟諸国の時間当り労働生産性 

2015 年 35 カ国比較-日本は第 20 位 

相談しやすい、分かりやすい 
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◆今月の名言◆◆◆“ありがとう”がクルっと回るとハッピーになる◆◆◆ 

●ラーメンが食べたい人は美味しいラーメンが出てくれば「ありがとう」 
◆代金を頂きたい側はちゃんとお金を払ってもらえれば「ありがとう」 

“ありがとう”がクルっと回るような仕事 がいいですね。 
岩崎仁弥先生という著名な社労士のセミナーでの話ですが、ある経営者の方か

らお聞きした理念では、「最後に“ありがとう”と言って頂けるような仕事をし
よう」というものがありました。 
「ありがとう！」「ありがとう！」従業員との関係もこうでありたいですね！ 

 

◆◆が欲しい。

 

 
 

 

 

 

働き方改革が実行に移っていく過程には、多くの助成金が生まれます。きりん事務所では、顧問の皆様には出

来るだけ有意義に活用して頂きたいと思っています。 

資金のバックアップという面ではなく、支給要件をクリアしていくお手伝いをすることで、労働環境を向上さ

せ、いい人材が定着する。また、今いる並みの人材（？）をどんどん成長させる土壌を作る企業作りを応援した

いと考えています。私も日々日々勉強です。 

平成 29 年 4 月に新設された、人事評価改善等助成金のリーフレットを同封致しま

す。ご興味のある方はご検討下さい。 

 助成金の申請には就業規則の整備が欠かせません。助成金申請に必要な項目 

を入れるために、かなりの強攻スケジュールで作成した方もいらっしゃるのだはない

でしょうか。きりん事務所では、就業規則を万が一の時の為だけのツールではなく、

日常の労務管理に役立ち、労働環境向上（＝社員がイキイキよく働く）ツールとして

活用出来るような工夫をご提案して参ります。就業規則作成はスタートライン。 

必要に応じて見直しながら、社員と会社の納得できる労働環境を形成していきましょう！ 

 

  ついに小規模事業者にも個人情報保護法が適用されることとなりました。きりん事務所でも初心に戻り、
今一度個人情報保護法の基本を学び直しました。ご希望の方には、個人情報保護法解説ＤＶＤを無料でお貸
ししています。（きりん人事労務管理事務所顧問契約事業者に限ります_(._.)_） 

 

AM8:00 珈琲タイム＆メール、予定チェック → AM9:00 までに事務社員への業務指示書を作成します。 

基本的には午前中は実務作業にあたり、外出予定は午後中心。 

社員のランチタイムは 12 時からと決まっていますが、私はお昼休みは殆どとる事がな

く、食べも休みもしないことが多いです。 

そして PM5:00 に一旦きりん事務所は閉鎖し、私が休憩時間をとらせて頂きます。家

事をダーッと片付けて子供たちと夕食をとり、そして PM9：00 からまた事務所に戻り

お仕事です。私からのメールが深夜に届く事があるかと思いますが、夕方の休憩時間がチ

ョット長め。その為深夜に及んでしまうこともしばしばです。ご容赦下さい。 

この写真は、今年仲間入りしたお掃除ロボット“アベンジャーズ”です。毎朝応接室を

お掃除してくれる頼りになる働き者です(^^) 

事務所と応接は完全に分かれて、事務所には外鍵施錠。書庫も全て施錠しています。 

 

 
 

 

厚生労働省の助成金は、労働環境改善を誘導します 

平成 29年 5月 30日 ついに施行！ 個人情報保護法対策大丈夫ですか？ 
 

“労働条件・環境を見直して人手を確保する”、そのような経営方針が、大企業のみならず、中小企業・小規

模企業にも必要となってきたといえそうです。大企業では自力で労働環境を整え、優秀で希少な人材を集め

ます。国は、中小企業に対しては大企業よりも手厚く労働環境の向上に助成金を支給します。 

 そうして、日本全体の労働環境を底上げするように誘導しています。 

6/10 ●一括有期事業開始届の提出（建設業）  

主な対象事業：概算保険料 160 万円未満でかつ請負金額が 1 億 8,000 万円未満の工事 

●５月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

6/30 
●５月分の健康保険料、厚生年金保険料の納付 

●児童手当現況届の提出 

●個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第１期＞ 

●４月決算法人の確定申告・10 月決算法人の中間申告 

●７月・10 月・翌年１月決算法人の消費税の中間申告 

 

お仕事 
カレンダー 

６月 

ちょっと休憩  きりん事務所のご紹介コーナー ～日常編～ 

●●が欲しい。

 

ありがとう 

ありがとう 


